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ゆうゆう村理念 

 

1. 私たちは、あたたかい心を育み、誠意と愛情をもって皆様にお応えしたいと思っています。 

2. 私たちは、皆様の喜びを共の喜びとし、一緒に歩んで行きたいと思っています。 

3. 私たちは、郷土に愛される施設をめざし、地域の方々とのより広く強い連携を持ちたいと願っています。 

4. 私たちは、知識の習得と、技術の向上に努めます。 
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★
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て 

一
回
目
は
五
月
一
九
日(

水)

よ
り
、
接
種
を
行
い
、
特
に
体
調
不
良 

を
訴
え
る
方
も
な
く
無
事
終
了
し
ま
し
た
。
二
回
目
の
接
種
は
六
月 

九
日(
水)

よ
り
順
次
実
施
し
て
い
く
予
定
で
す
。 

 

★
緊
急
事
態
宣
言
が
六
月
二
〇
日
ま
で
に
延
長
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
た
め
、
引
き
続
き
洗
濯
物
置
き
場
を
玄
関
ホ
ー
ル
と
さ
せ
て
頂
い 

て
い
ま
す
。
ま
た
、
テ
レ
ビ
面
会
も
中
止
と
し
て
お
り
、
皆
様
に
は
大 

変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
い
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し 

ま
す
。 

 

★
衣
替
え
の
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
暑
か
っ
た
り
、
肌
寒
か
っ
た
り
と
寒
暖 

の
差
が
あ
り
、
衣
類
の
調
節
も
難
し
い
で
す
が
、
そ
ろ
そ
ろ
夏
物
の
準
備 

を
お
願
い
し
ま
す
。
半
袖
よ
り
も
薄
手
の
長
袖
が
好
ま
し
い
で
す
。 

ま
た
、
ボ
タ
ン
や
ゴ
ム
、
名
前
の
点
検
も
併
せ
て
お
願
い
し
ま
す
。 

Vol.360 

令和 3 年 6 月 

老人保健施設ゆうゆう村 

5 月誕生日会 

5 月 29 日(土） 

 

今月は各階でのプレゼン

トの贈呈と記念写真撮影を

実施しました。 

・
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け
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・
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フ
ラ
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・
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き
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・
す
ま
し
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・
さ
く
ら
ん
ぼ
ゼ
リ
ー 

 

５月３日生まれ 

５月２９日生まれ 

５月１８日生まれ 

５月１１日生まれ 

５月２２日生まれ 

新 人 職 員
紹 介 

今回の“ご縁”を大切に従事

していきますので、よろしくお

願いします。 

送迎運転員 石田 裕 

安全運転に心がけ、一生懸命

頑張りますので、よろしくお願

いします。 

送迎運転員 伊藤 弘之 

ゆ
う
ゆ
う
村 

川
柳 

  
 

今
の
世
も 

水
は
天
か
ら 

貰
い
水 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

坪
庭
が 

小
さ
な
四
季
を 

持
っ
て
く
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

妹
尾
昌
美 

メニュー 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

６月の壁画「あじさいと戯れて」 

通所リハビリ 

 

物理療法「メドマー」利用 

空気で下肢をマッサージし、血液

循環を良くし、むくみの改善。筋

肉疲労回復に効果があります。 

リハビリ職員の指導のもと、集団リハビリ、個別リハビリに取り組んでいます。 

リハビリ風景（５階） 

 

令和３年８月より 

高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度

の持続可能性を高める観点から一定以上の収入のある方に対して、負担能力に応じた負担を求める

見直しが行われます。 

①認定要件である預貯金額が、変わります。 

 預貯金等の金額 

令和 3年７月まで 

預貯金等の金額 

令和３年８月～ 

世帯全員が市民税非課税 

年金収入等８０万円以下 

単身 １,０００万円以下 単身   650 万円以下 

夫婦 1,650 万円以下 

世帯全員が市民税非課税 

年金収入等 80 万円超 120 万円以下 

夫婦 ２,０００万円以下 

 

単身   550 万円以下 

夫婦 1,550 万円以下 

世帯全員が市民税非課税 

年金収入等１２０万円超 

 単身   500 万円以下 

夫婦 1,500 万円以下 

②介護保険施設入所者、短期入所利用者の食費（日額）の負担限度額が変わります。 

 施設入所者 短期入所利用 

R3.7月まで Ｒ３.８月～ R3.7月まで Ｒ３.８月～ 

世帯全員が市民税非課税 

年金収入等８０万円以下 

３９０円 ３９０円 ３９０円 ６００円 

世帯全員が市民税非課税 

年金収入等 80 万円超 120 万円以下 

６５０円 ６５０円 ６５０円 １,０００円 

世帯全員が市民税非課税 

年金収入等１２０万円超 

６５０円 １,３６０円 ６５０円 １,３００円 

※居住費の負担限度額は、変更ありません。 

◎「介護保険負担限度額認定証」（食事代、部屋代の負担軽減）の更新手続きの時期がき

ています。対象になる方は、市町村役場で手続きをお願いします。 

ご不明な場合は、支援相談員までお尋ねください。 

計算問題に 

挑戦中 

利用者の方と一緒に作成。各階のホ

ールへ飾ってます。 


